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華t

生£

天
台
求
剛
山
財
政

A
h
v
二
十
三
笹

(
弟
一
蹴
一
五
λ
)

を
散
じ

τ閥
加
に
充
て
川
副
〈
は
窮
民
救
済
に
充
つ
る
の
す
べ
(
も
な
い
が
、
儒
教
大
師
立
宗
以
来
、
法
統
を
総

思
想
は
、
相
官
に
訟
め
ら
れ
た
も
の
、
如
〈
で
ふ
る
o

「
こ
ご
蕊
仁
一
千
百
有
伶
年
、
今
狛
、
一
ニ
・
四
六
三
山

御
加
金
は
前
者
ゆ
場
合
で
め
b
、
飢
餓
火
一
耕
地
京
北
(
仙
奇
院
、
一
一
、

O
八
三
の
住
職
、
八
六
八
、
九
六
人
の
何
仙

の
天
災

ω
場
合
に
富
者
を
抽
出
迎
I
L
-
-
窮
民
り
救
併
に
常
九
九
六
、
九
九
四
の
信
徒
よ
り
な
る
山
市
附
を
組
織
し
ー

ら
し
め
た
こ
芭
は
市
に
見
る
所
で
ゐ
る
o

然
し
御
川
金
一
ゐ
-
J
G

私
は
今
ニ
の
宗
幽
の
則
政
一
般
を
述
べ
ゃ
う
ο

の
可
否
は
明
治
山
初
年
に
も
議
論
ゼ
も
れ
た
所
で
あ
(
駐
)
日
本
山
帥
敬
界
に
於
け
る
天
台
'
古
都
力

る
o

明
治
ニ
年
三
月
仙
一
日
常
議
所
の
討
論
で
は
、
こ
れ
が
-
!
:
;
寺
院
蜘
住
臓
酎
旭
化
山
川
佐
川
肺

3
1
1

一

円

H
巴

す

什

訓

間

引

制

-

=

厳
止
を
可
ご
す
る
も
山
あ
り
、
一
合
ら

5
る
も
り
も
め
っ
一
作
侃
七
三
九
八
吾
一
、
一
三
吉
、
八
六
円
、
一
室
一
刊
誌
、
一
主

主

、

遂

に

四

l
に

去

っ

工

御

用

金

切

手

し

図

債

管

内

L
V
U

れ

れ

一

伝

八

一

一

計

九

日

比

設
〈
る
の
上
裁
去
す
よ
る
に
主
っ
た
じ
こ
の
こ
ご
は
や
父
天
古
川
存
警
響
力
を
雲
寺
棋
の
響
力
に
比
較
す
れ

が

τ
徳
川
明
治
雨
期
に
お
り
る
剛
民
忠
松
山
汁
に
刑
台
則
一
ば
、
天
ム
H
'
古
起
に
劣
勢
に
て
寺
院
政
は
三
巴
七
封
、
佐
仙
搬
は
判
。

政
経
隣
組
織
の
相
迭
を
も
一
不
す
も
の
で
ゐ
ら
う
o

声
、
杭
徒
抗
日
二
一
語
、
信
徒
般
は
一
C
M
同
で
あ
る
。

i

i

J

j

j

j

j

j

j

i

-

-
一
派
の
統
制
組
問

天

ム

口

宗

闘

の

財

政

一

天

台

宗

は

全

国

(

北

海

道

eV
」
除
〈
、
北
海
道
に
闘

L

同
「
リ

-
L
'
一
h

一
L
特
別
の
規
定
を
設
〈
)
を
三
十
数
極
に
分
も
て
・
一

H
F
S
二
見
一
般
末
寺
併
侶
信
徒
を
統
特
す
る
の
但
L
直
特
寺
及
び
延

一

緒

一
暦
寺
一
山
合
致
恒
外
に
置
き
て
、
一
一
般
宗
刊
を
池
用
ゼ

比
叡
・
山
延
一
笠
宮
大
本
山
正
な
す
天
白
宗
主
菌
宗
一
す

L
て
特
段
の
取
扱
を
な
す
。
各
数
百
円
μ
自
治
を
原
則

警
官
於
J
h現
時
的
一
勢
力
仏
、
古
み
ま
で
大
な
る
も

ω
ピ
な
(
、
院
内
の
財
政
及
び
「
依
例
」
を
議
決
す
る
機
闘

に
非
す
[
τ

、
山
訟
仙
の
阪
厄
せ
る
昔
時
山
冒
気
勢
に
比
ピ

L
て
「
恥
棋
院
曾
」
ゐ

b
、
数
匝
長
は
之
が
執
行
機
関
ピ

ヨT
F、
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な
る
。
こ
れ
等

ω各
数
回
を
総
特
す
る
大
本
山
は
、
大
寺
な
け
と
ご
異
ゐ
o

叉
、
彼
は
一
一
阪
か
ら
選
悲
せ
一
b
る
、

韓
国
家
り
統
治
政
式
を
模
倣
し
て
代
議
制
度
を
ご
り
・
正
雌
も
、
一
度
選
準
せ

ιれ
わ
い
る
以
上
は
終
身
そ
の
地

金
闘
の
各
悲
恋
駈
(
一
致
似
を
一
選
出
郡
版
、
こ
な
す
)
よ
り
一
一
位
を
去
る
こ
ご
な
し
o

こ
の
貼
は
か
の
妙
心
守
な
Y
一ご

「
宗
曾
議
員
」
を
選
出
せ
し
め
、
以

τ大
本
山

ω
「
宗
食
」
触
を
同
時
に
す
る
o

郎
ち
体
統
的
宗
岡
山
に
よ
り
て
一
娠
の

を
構
成
す
る
o

山
田
舎
は
毎
年
一
回
之
を
召
集
[
一
派
の
統
制
に
も
稲
々

ω頻
型
わ
る
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ら

財
政
を
は
じ
め
「
宗
則
」
一
般
を
議
す
る
も
の
ど
な
す
。
ぅ
。

1

「b
部品別」

ω外
に
「
精
査
局
」
の
b
o
「
粉
住
民
」
は
宗
門
仁
一
一
一
宗
凶
の
期
政

功
総
ゐ
る
者
、
皐
識
他
国
以
わ
る
者
、
典
的
半
世
叩
致
に
経
験
削
減
山
大
正
十
四
年
昨
日
布
陣
算
案
に
擦
れ
ば
、
歳
入
歳

ゐ
る
お
・
宗
務
に
活
腕
せ
る
者
、
法
儀
古
賀
仁
詮
す
る
出
は
扮
間
高
九
千
四
百
回
七
扮
銭
で
め
る
。
試
み
に
成

者
等
よ
ち
特
選
明
ら
る
、
者
正
、
多
額
の
宗
設
を
納
む
入
を
削
る
に
、
「
等
級
献
金
」
、
「
住
職
義
則
」
「
特
別
謀

る
者
か
h
瓦
越
せ
る
岩
ピ
よ
ち
な
る
υ

「
止
出
品
目
」
を
衆
議
一
金
」
、
「
蹴
銚
」
、
「
支
部
議
納
金
」
、
雑
牧
、
例
入
金
等
な

院
正
す
れ
ば
、
「
精
査
局
」
は
此
族
院
に
比
す
べ
き
も
の
る
が
、
就
中
そ
の
額
の
最
も
大
な
る
を
、
人
向
七
千
t

ー

で
あ
る
o

こ
の
外
、
「
宗
務
似
」
ゐ
り
て
一
以
内
的
行
政
司
百
回
の
「
等
級
献
金
」
及
び
A

車
両
岡

ω借
入
金
ご
な
す
。

叶
古
学
る
、
こ
れ
等
諸
機
関

ω上
仁
君
臨
し
一
宗
の
数
三
前
者
は
強
算
総
額
の
約
五
人
，
穴
級
者
は
約
二

C
M引
を

維
を
総
摘
す
る
は
「
天
台
座
主
」
で
あ
る
。
「
天
台
座
主
」
一
占
む
る
o

「
等
級
制
同
金
」
は
↑
源
寺
院
よ
h
強
制
的
じ
訟

は
延
婚
生
可

ω住
職
に
L
て
粂
ね

τ天
台
宗
の
管
長
で
あ
一
徴
す
る
も
の
仁

L
t
岡
家
的
租
税
仁
古
島
O

之
は
一
般

h
，
、
一
一
以
か
ら
越
山
せ
ら
る
、
記
雌
も
一
定

ω任
期
あ
一
守
院
の
縦
常
牧
入
を
棋
準
ピ

L
て
賦
剖
附
す
る
も
の
で
あ

る
仁
非
す

L
t
、
終
身
そ
の
地
位
仁
就
〈
も
の
ご
な
一
る
が
、
こ
の
外
、
一
般
有
院
の
臨
時
牧
入
、
卸
も
土
地

す
ο

「
天
台
座
主
し
は
法
豚
世
相
縦
す
る
も
の
に

L
て
血
建
物
等
を
賞
却
せ
る
際
、
或
は
土
地
を
交
換
す
る
劫
仁

豚
を
相
続
す
る
も
の
で
は
な
い
o

こ

ω蜘
は
か
の
本
阪
よ
h
τ
差
盆
を
生
中
る
場
合
、
又
は
立
木
粘
損
木
風
倒

鍬

出
入
古
米
岡
山
刷
政

第
二
十
三
砦

(
第
一
一
概
一
五
九
)

五
ゴL

雑
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総

天
台

J

小
凶
白
財
政

雑

第
二
十
三
春

(第
a

M
鵬

一
六

O
)

〆、。

本
陣
藤
木
等
を
一
氏
却
せ
る
場
合
に
も
ア
ぐ

ω
牧
入
の
一
部
務
肱
設
は
一
振
の
司
法
行
政
に
要
す
る
経
費
で
あ
る
、

を
制
徴
す
る
。
之
を
「
特
別
税
金
」
£
い
ふ
。
「
等
級
制
宗
印
刷
干
費
は
中
山
学
費
及
び
補
助
投
等
で
ゐ
h
J
、
有
数
技
、

金
」
ピ
「
特
別
献
金
」
子
ぜ
合
計
す
れ
ば
、
歳
入
総
制

ω
曾
議
品
川
は
布
致
及
び
各
施
曾
議
の
費
用
で
ゐ
る
o

右

ω

約
六
一
一

μ
ピ
な
る
。
吾
人
が
先
仁
妙
心
寺
一
淑
宗
凶
の
則
一
中
、
最
も
多
額
な
る
は
宗
皐
授
に

τ或
詩
人
千
五
百
六

政
仁

τ槻
た
る
如
〈
、
こ

ω山
市
制
に
於

τも
蔵
入
山
宇
一
愉
六
閥
、
次
は
宗
務
臨
時
武
仁

τ或
官
同
委
千
六
町
八
伶
回

以
上
は
謀
徴
収
入
で
あ
る
o

叫附徴
U

収
入
E
借
入
金
ご
を
一
で
あ
る
。
前
者
は
歳
出
総
額

ω約
一
九
折
、
後
者
は
約

令
す
れ
ば
歳
入
総
額

ω八
二
川
刊
に
世
間
る
o

郎
も
天
台
宗
一
一
六
%
で
あ
る
、
次
に
臨
時
部
は
無
位
寺
院
整
理
設
、

の
財
政
は
一
般
寺
院
か
ら
の
課
徴
金
ご
借
入
金
正
に
よ
一
震
災
数
援
投
』
宗
史
調
査
費
、
臨
時
宗
山
学
技
.
借
入
金

・
り
て
漸
〈
支
持
せ
ら
れ
一
l
ゐ
る
朕
抽
出
で
あ
る
o

位
峨
に
一
利
子
等
な
る
が
、
就
中
最
も
多
額
な
る
は
臨
時
宗
晶
子
費

任
命
せ
ら
る
、
際
に
納
付
す
る
「
住
峨
義
財
」
、
教
師
の
一
に
で
約
彦
前
回
に
上
b
、
次
は
借
入
金
利
子
に
て
式
首
内

新
仙
皮
牒
授
酬
明
及
托
鉢
弛
許
に
閲
し
て
納
付
す
る
「
雌
一
七
千
回
で
ゐ
る
o

前
者
は
歳
出
総
額
の
約
二
O
M
如
、
後

録
」
な
い
と
わ
る
も
、
何
れ
も
少
傾
で
ゐ
る
o
唯
-
」
れ
ら
一
者
は
一
八
%
で
ゐ
る
。
法
に
臨
時
宗
山
中
費
ご
は
附
明
大
経

は
法
階
の
綬
山
県
、
法
峨
の
任
柿
等
に
骨
同
一
ち
て
課
徴
す
る
一
倍
投
負
撚
ご
専
修
院
額
獲
費
補
助
及
び
駒
込
中
山
中
補
助

大
本
山

ω特
維
欣
入
ご
も
口
す
べ
き
も
の
で
ゐ
る
が
、
一
で
あ
る
が
、
一
一
似
の
重
大
な
る
財
政
問
題
己
な
り
つ
、

現
に
多
〈

ω宗
凶
l
於
一
主
計
は
れ
つ
、
あ
る
所
で
ゐ
一
ゐ
る
が
故
後
に
一
具
に
述
、
作
品
る
で
あ
ら
う
o

兎
に
角
、
山
市

る
o

一
一
挙
設
は
臨
時
経
指
令
し
て
歳
出
総
額
の
約
四
O
%
を
な

蹴
っ
て
歳
出
を
似
る
仁
、
そ
れ
は
経
常
部
三
臨
時
部
一
す
。
数
育
費
が
宗
国
経
費
の
大
な
る
部
分
を
占
め
て
ゐ

ご
に
分
た
る
。
先
づ
経
"
一
品
部
は
、
本
山
曲
賞
、
宗
務
継
投

F

る
は
別
で
あ
る
。

山

市

事

袋

、

布

滋

費

、

命

議

提

等

を

主

な

る

も

の

ご

な

四

宗

貨

の

負

捻

す
o

本
山
州
立
正
は
侍
統
的
法
燈
の
相
続
投
を
い
噌
ひ
、
宗
此
川
宗
一
削
の
説
徴
金
に
は
腕
に
越
べ
た
る
如
(
「
等



級
課
金
」
Z
「
特
別
課
金
」
の
二
種
が
あ
る
が
、
「
特
別
線

金
」
は
臨
時
の
負
据
な
る
が
故
に
姑
〈
之
を
拾
主
、
背
拙

仁
は
経
常
負
携
ピ
も
す
べ
き
「
等
級
課
金
」
に
つ
い
て
遁

べ
た
い
芭
忠
ふ
。
同
減
の
「
憲
章
」
に
操
れ
ば
、
宗
設
は

寺
院
及
び
慣
侶
の
負
循
正
な
し
、
椴
信
徒
に
闘
し

τは

何
等
規
一
品

L
て
ゐ
な
い
。
而
し
て
之
を
「
等
級
献
金
」
古

都
す
る
所
以
は
、
一
般
寺
院
の
所
得
を
等
級
に
分
も
、

そ
れ
に
臨
じ
て
負
傷
に
差
等
を
附
す
る
が
放
で
あ
る
。

阪
に
所
得
に
課
す
る
以
上
.
「
等
級
課
金
」
は
所
得
税
芭

同
一
で
あ
hi
、
而
も
之
が
疎
枕
楳
帥
中
正
な
る
も
の
は
、

各
寺
院
の
不
動
産
収
入
、
資
産
枚
入
、
純
信
徒
枚
入
等

を
綜
合
せ
る
所
得
額
な
る
が
故
に
、
側
別
所
得
税
に
非

?
L
て
一
般
所
得
税
で
あ
る
o

各
寺
院
の
所
得
額
を
定

む
る
に
は
、
各
数
日
岨
に
設
位
せ
ら
れ
て
ゐ
る
「
寺
院
所

得
調
査
曾
」
が
、
各
寺
院
の
申
告
に
基
い
て
之
を
決
し

耳
に
大
本
山
の
宗
務
胤
が
審
査
決
定
す
る
も
の
ご
な

す
。
現
在
は
之
を
十
二
等
級
に
分
も
、
各
等
級
は
真
に

三
絞
宛
に
分
た
る
。
来
に
之
が
等
級
並
び
に
そ
れ
に
劃

す
る
賦
課
額
を
示
き
う
ご
思
ふ
。

車E

鋭

天
ム
リ
リ
凶
目
別
政

倖

揖

寺特

院別
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雑

録

天
台
朱
剛
旧
財
政

専
攻
」
を
腕
る
に
、
右
の
寺
院
等
級
所
得
年
額
H
A
課
金

額

ω改
正
案
が
提
出
さ
れ
て
ゐ
る
ο

そ
れ
は
宗
投
の
賦

課
に
枇
品
目
政
策
的
原
則
を
加
味
し
て
、
小
所
得
ゆ
寺
院

に
軽
〈
大
所
得
の
寺
院
を
重
〈
課
せ
ん
芭
す
る
も
の
で

あ
る
。
き
て
吾
人
が
世
間
て
紹
介
し
た
る
如
〈
、
臨
済
宗

妙
心
寺
振
に
て
も
経
費
は
波
内
一
般
寺
院
の
負
指
す
る

所
で
ゐ
る
が
、
之
を
天
台
宗
の
財
政
ピ
比
峻
す
る
に
、

会
叫
貨
の
賦
疎
方
法
及
負
携
税
度
仁
可
な
h
差
異
を
有
す

る
o

第
一
に
妙
心
寺
派
に
て
は
宗
設
の
閃
課
は
配
賦
税

の
形
式
を
ご
っ
て
ゐ
る
が
、
天
台
宗
に
て
は
従
本
枕
で

あ
る
。
第
二
に
宗
費
の
負
挽
額
は
天
台
宗

ω一
方
は
迩
に

多
い
。
例
へ
ば
、
妙
心
寺
派
に

τ年
所
得
六
千
回
以
上

七
千
固
ま
で
の
寺
院
の
一
筒
年
内
負
慌
額
は
、
大
正
十

四
年
凶
月
の
珠
算
に
様
札
ば
総
計
百
懇
拾
武
闘
五
倫
九

銭
で
あ
る
が
、
天
台
宗
に

τは
右
的
表
に
あ
ら
は
れ
て

ゐ
る
如
〈
、
年
所
得
J

ハ
千
凶
以
上
六
千
七
百
固
ま
で
の

寺
院
凶
「
諜
金
年
制
」
は
、
六
百
円
四
倫
固
で
あ
り
、
前
者

向
約
五
怖
に
も
及
ば
ん
Z
し
て
ゐ
る
。
他
の
所
得
等
級

の
負
世
間
観
を
比
較
し

τも
、
略
-
午
何
様
で
あ
る
o

妙
心

寺
娠
の
財
政
官
局
は
今
日
を
以

τ殆
ど
宗
費
負
婚
の
最

第
二
十
三
容

(
第
一
概
一
六
ニ
}

.. ，、

高
限
度
己
な
し
て
ゐ
る
の
に
、
天
台
宗
に
て
は
殆

X
そ

の
五
怖
を
謀
徴
し
て
ゐ
る
。
兎
じ
角
、
自
前
提
は
こ
の
宗

胤
に
於
て
も
強
制
的
に
課
徴
せ
ら
る
、
の
で
あ
っ

τ、

湘
納
、
不
納
の
制
裁
正
し

τは
、
或
は
法
服
を
祭
止
し

戒
は
「
住
職
停
椛
」
を
行
ひ
或
は
「
位
戦
解
見
」
を
な
す
。

大
本
山
り
心
付
す
る
財
政
権
の
強
大
な
る
こ
己
は
、
岡
家

に
於
り
る
ぞ
れ
ご
問
慌
で
ゐ
る
。
最
後
に
附
言
す
る

仁
、
「
税
金
年
額
」
は
四
分
し

τ年
四
回
に
分
納
す
る
も

の
に
て
、
各
品
税
同
伴
に
日
陣
内

ω史
投
を
微
枚
し
て
本
山

財
務
部
に
な
遣
す
る

ωで
あ
る
。

茸
一
滅
的
財
政
問
題

天
台
宗
仁
於
け
る
最
近
ゆ
最
も
重
大
な
る
財
政
問
題

は
、
聯
ん
H
大山内
r
設
立
時
出
金
並
に
専
修
亭
院
の
設
立
設

で
あ
る

Q

第
十
六
山
市
曾
が
洗
曾
の
止
む
な
き
に
至
っ
た

の
も
之
が
潟
で
あ
る
o

務
に
所
説
聯
合
大
準
芭
は
、
天

台
宗
ピ
新
義
英
-
言
宗
豊
山
一
蹴
及
び
浄
土
宗
の
三
一
淑
一
ぺ

時
代
に
相
臆
し
た
「
枇
曾
的
慣
侶
」
を
養
成
す
る
の
目
的

を
以

τ、
大
事
A

廿
仁
よ
る
聯
合
大
半
を
設
立
ぜ
ん
ピ
す

る
も
の
に
て
、
(
計
)
専
修
串
院
ご
は
「
山
市
内
的
抑
侶
L

を

養
成
す
る
の
目
的
を
以
て
、
新
仁
叡
山
に
建
立
せ
ん
正

日 . .~.~- 同ーーベ州四時《月炉
1吋."-;叫時砕い';'0ヅ川ぺ円，，;.，持伊川ゲや崎川判的川、よ



す
る
準
校
で
あ
る
o

本

山

常

局

以

山

市

凶

畿

述

の

錦

仁

、

六

結

言

枇
品
目
的
に
活
動
す
る
伽
侶
正
、
宗
内
的

ι活
動
す
る
位
以
上
、
天
台
宗
同
財
政
の
棋
概
を
逃
べ
た
が
、
そ
の

侶

ωニ
稲
を
必
要
な

b
zな
し
、
従
つ

τ
「
祉
曾
的
借
一
歳
入
を
似
る
仁
、
財
再
開
牧
入
は
殆
H
t
之
れ
な
〈
、
一
般

借
」
を
養
成
す
る
聯
合
大
事
問
題
ご
同
時
に
、
「
由
市
内
的
一
寺
院
h
T
b
の
課
徴
収
入
が
大
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
o

一

慣
侶
」
を
養
成
す
る
専
修
院
問
題
全
も
解
決
せ
ん
己
↑
般
寺
院
の
宗
品
質
の
負
協
は
可
な
h
，
重
〈
、
年
所
得
の
約

L
、
そ
が
建
築
提
言
財
閥
基
金
正
を
合
せ

τ四
拾
六
高
一
一
割
位
に
常
り
、
之
を
妙
心
守
派
山
市
凶
に
於
り
る
一
般

闘
を
計
上
し
h
h
o

之
を
聯
介
大
半
設
立
陥
出
金
に
合
す
一
寺
院
の
山
市
提
山
負
挽
に
比
す
れ
ば
約
五
杭
に
詰
る
。
又

れ
ば
臨
時
山
市
山
中
山
筑
は
飽
計
内
拾
六
十
品
岡
正
な
る
o

一
去
最
山
川
に
就
て
蹴
る
に
、
数
百
貨
が
最
も
多
〈
、
準

(
註
)
大
正
十
三
年
十
二
月
二
日
に
成
立
せ
る
三
抵
接
点
目
白
協
約
に
よ
一
枝
問
題
が
民
大
な
る
財
政
問
題
ど
な
h
っ
、
あ
る
。
文

れ
ば
、
仙
波
口
大
町
営
副
主
叫
純
一
割
丘
町
一
主
主
品
問
、
之
を
均
分
し
一

E
J
雌
よ
る
A
T
1
に
於
て
は
、
宗
凶
の
文
化
事
業
笠
宮

て
ニ
出

ht寸
前
折
高
間
施
を
大
正
十
三
年
よ
り
向
ふ
九
ヶ
年
に
一

f
L
h咽

7

I

隙

川

す

る

も

?

と

な

す

。

一

に

そ

れ

自

慢

け

的

た

る

の

み

な

ら

争

、

各

宗

闘

の

問

に

右
の
如
、
さ
岬
開
設
は
財
源
の
乏
し
き
天
台
宗
的
財
政
に
一
侃
[
τ

勢
力
守
維
持
す
る
必
要
上
止
む
を
得
ざ
る
所
で

ご
り
て
は
、
大
な
る
負
揚
な
る
が
、
宗
凶
の
維
持
滋
民
一
あ
る
0

山
田
聞
が
大
な
る
守
備
を
有
し
、
又
は
布
施
に
よ

乃
時
仁
は
止
む
を
ね
判
ご
な
し
、
こ
の
技
用
を
捻
附
す
一
一

b
て
財
政
ぞ
支
持
せ
る
ニ
ご
は
、
多
〈
は
故
早
過
去

ω

か
は
に
、
ー
一
般
寺
院

i

特
別
寺
院
、
支
部
、
椛
信
椛
等
一
一
品
仁
溺
L
、
先
に
百
人
下
妙
心
寺
淑
山
市
阿
の
則
此
に
刷

よ
り
年
々
拾
武
両
阿
千
三
百
五
拾
朗
日
仰
を
、
向
ム
十
約
一

τ似
た
る
如
〈
、
天
台
宗
刷
に
あ
り
て
も
一
般
守
院

年
に
一
旦
ち
て
課
徴
し
、
以
て
こ
の
問
題
恥
一
解
決
せ
ん
ピ
一
か
ら
強
制
的
に
課
徴
せ
古
れ
ば
宗
凶
内
生
命
を
文
へ
離

し
て
ゐ
る
o

そ
の
負
強
り
百
分
比
は
、
概
信
徒
の
負
強

7
¥
本
山
正
末
奇
ご
が
一
の
強
制
共
同
経
済
を
組
織
す

舗
は
合
せ
て
九
倫
式
市
両
五
千
凶
、
寺
院
及
び
特
別
寺
院
一
品
仁
至
り
、
而
も
そ
の
組
織
が
車
に
一
般
末
寺
の
み
な

の
負
路
相
は
合
せ
て
武
拾
五
「
叫
六
千
岡
、
前
者
は
徴
集
一
ら
中
、
一
問
信
徒
仁
も
及
ば
ん

a

己
し
っ
、
ゐ
る
の
は
剖
日

税
額
の
七
七
d

戸
、
後
者
は
ニ

O
M
W
に
該
鴬
す
る

U

郎
も
一
す
べ
き
現
象
で
あ
る
o
一
冗
来
、
信
仰
り
白
山
は
但
訴
訟
の

陪
信
徒
古
寺
院
・
特
に
楠
信
徒
は
約
八

O
U判
ま
で
を
負
保
日
押
す
る
所
で
あ
わ
、
あ
る
宗
凶
じ
魁
す
る
正
否
ご
は

扮

す

る

こ

古

じ

な

る

の

で

め

る

。

各

人

の

自

由

で

あ

る

o

今
日
は
禍
叫
統
的
な
樹
家
組
織

第
二
十
三
容
(
部
一
蹴
一
大
一
ニ
)
}
六
三

雑

録

天
台
市
闘
の
財
政



雑

位

紹
簡
単
骨
大
命
記
事

に
支
配
さ
れ
て
、
俄
に
宗
幽
の
所
場
h
f
縄
市
島
し
雄
主
事

情
の
者
多
し
ご
蜂
も
、
如
何
な
る
程
度
ま
で
宗
費
の
課

徴
を
堪
へ
忍
ぶ
か
は
問
題
に

τ、
妄
bd
に
之
を
な
す
事

は
却
て
宗
凶
の
存
在
を
危
(
す
る
に
至
る
か
も
知
れ

ぬ
。
か
、
る
事
情
hr知
h
つ
、
而
も
宗
提
を
課
徴
せ
ま

品
を
え

ydoは
、
多
(
の
山
市
凶
の
現
股
な
る
如
〈
で
ゐ

る
o

天
台
宗
凶
の
如
き
も
亦
そ
の
例
に
も
れ

ω
で
あ
ら

う
。
思
ふ
に
、
宗
凶
が
か
〈
の
如
き
財
政
組
織
を
有
す

る
に
至
れ
る
は
明
治
維
新
以
来

ωこ
さ
で
あ
る
o

日
本

の
備
致
寺
院
内
一
俊
遼
を
似
る
に
、
皇
族
一
一
銭
族
大
名
等
・

そ
の
時
的
政
治
的
支
配
階
級
的
保
識
を
う
り
た
る
も
の

削
る
多
〈
、
延
岡
出
寺
り
如
き
も
、
か
の
平
安
鎌
倉
足
利

時
代
は
姑
〈
抗
主
、
徳
川
時
代
に
も
五
千
石
の
寺
傾
を

有
L
、
常
時
は
勿
論
激
凶
を
縦
倍
す
る
絡
に
、
一
般
末

寺
又
は
一
個
信
徒
か
ら
、
極
臨
買
を
強
制
的
仁
課
徴
す
る
の

要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
明
治
維
新
の
縫

草
は
経
隣
枇
命
政
治
組
織
に
も
大
な
る
援
化
を
鷲
ら

L
、
寺
院
の
寺
領
も
そ
の
大
部
分
を
波
枕
せ
ら
れ
、
数

回
は
そ
れ
白
鱒

ω自
存
目
的
上
、
や
む
な
く
数
回
構
成

分
子
に
、
そ
の
費
用
を
負
指
せ
し
む
る
に
至
っ
た
の
で

あ
る
。
き
れ
ば
、
明
治
維
新
は
日
本
の
寺
院
経
済
仁
も

大
な
る
樋
革
を
仲
ふ
た
も
の
ご
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
三
十
三
巻

(
俸
一
統
一
六
四
)

一
六
回

京
都
帝
国
大
串
経
携
地
平
合
大
合
記
事

京
都
帝
国
大
皐
経
済
準
曾
第
八
回
大
品
目
は
五
月
U
九

日
午
後
一
時
二
十
分
よ
b
第
四
数
室
で
開
催
せ
ら
れ
、

例
年
の
如
〈
、
事
の
内
外
よ
b
多
数
の
聴
衆
が
-
来
集
せ

ら
れ
た
。
紳
戸
数
授
の
開
曾
の
僻
及
び
曾
計
報
告
に
継

ぎ
、
次
の
講
演
に
う
つ
っ
た
。

血
議
に
於
け
る
管
制
原
則
自
司
法
首
位
に
つ
い
て
凡
本
山
駄
控

長

野

肱

下

に

於

け

る

地

剖

の

慣

行

本

庄

駄

授

岡

山

離

の

財

肱

昂

正

敬

授

神
戸
数
授

ω閑
曾
の
僻
に
よ
っ

τ、
午
後
五
時
に
講

演
品
目
を
閃
ぢ
、
引
縞
h
w

て
同
好
曾
の
大
品
目
も
閃
か
れ
た
。

囚
に
わ
が
抑
制
憐
場
部
で
は
井
上
準
之
助
氏
を
椛
聴
し

て
五
月
十
一
日
よ
り
十
五
日
に
百
一
。
「
我
闘
の
岡
際
貸

借
の
現
朕
£
共
改
善
策
」
に
つ
き
細
書
ゐ
る
講
繍
を
描

い
た
。
拘
川
経
済
峰
舎
の
例
曾
正
し

τ皐
外
よ
b
新
道

ω

専
門
・
援
を
招
い

τ左
ω如
語
講
演
曾
を
聞
い
た
。

大
正
十
四
年
十
二
月

木
抑
工
端
組
辞
の
現
批
一
躍

我
幽
の
柿
業
金
融
に
つ
い
て

海
外
金
融
に
つ
い
て

大
正
十
五
年
一

H

紐
宵
由
金
融
市
場

錨
淵
結
納

三
菱
拙
行

正
金
担
行

住
友
組
行

-'. S <l~"""，<""，-""，訂山命心円時制

井

上

認

氏

山
富
京
文
民

水
津
浦
吉
氏

今
村
章
男
氏


